
 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）負担調整措置や各種特例など土地に係る税負担の在り方を検討する際には、

税負担の増加や、自治体ごとに異なる地価の状況等に配慮すること。 

（２）家屋、とりわけ大規模な建築物の評価について、都の提言内容を活用し、

簡素で迅速に評価でき、かつ、納税者に分かりやすい評価方法に見直すこと。 

 

 

 

 

 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局・総務局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 償却資産に係る固定資産税については、現行制度を堅持すること。 

１ 固定資産税制の改革 

（１）土地に係る税負担の在り方を検討する際には、税負担の増加

や自治体ごとに異なる地価の状況等に配慮すること。 

（２）家屋、とりわけ大規模な建築物の評価について、簡素で迅速

に評価でき、かつ、分かりやすい方法に見直すこと。 

２ 償却資産に係る固定資産税の堅持 

償却資産に係る固定資産税については、現行制度を堅持すること。 

 



（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 国有資産等所在市町村交付金制度については、固定資産税相当分に加え、都市

計画税相当分も交付するよう見直すこと。 

 

 

 

 

 

（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 課税の公平性を確保するため、個人事業税の課税対象事業を法令に限定列挙す

る現行の方式を見直し、事業所得又は不動産所得を有する全ての事業を課税対象

とすること。それが実現されるまでの間、社会経済情勢に即し、早急に新規業種

を課税対象に随時追加すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 国有資産等所在市町村交付金制度の見直し 

国有資産等所在市町村交付金制度を見直すこと。 

４ 個人事業税の課税方式の見直し 

個人事業税の課税対象事業を法令に限定列挙する現行の方式を見

直すこと。 

 



（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 地方税の電子申告等の利便性向上に向けたシステム改修費や利用拡大のための

継続的な普及促進活動等に係る経費について、必要な財源措置を全ての地方自治

体に対して講じること。 

 

 

 

（提案要求先 総務省・国土交通省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

租税債権者が自動車の所有権移転代位登録を行うにあたって、自動車検査証の

記載事項変更を租税債権者の代位や監督官庁の職権により変更できるよう法令を

改正すること。 

留保権者に対して、譲渡証明書、印鑑証明書等の代位申請に必要な書面の提出

を義務付けるよう法令を改正すること。 

 

 

 

 

 

 

５ 地方税の電子申告等の利用拡大及び利便性向上 

 地方税の電子申告等の利便性向上に向けたシステム改修費や利用

拡大のための継続的な普及促進活動等に係る経費について、必要な財

源措置を全ての地方自治体に対して講じること。 

６ 自動車の所有権移転代位登録の実現 

所有権留保付き自動車で割賦代金が完済された場合、租税債権者の

代位による所有権移転登録が実現できるよう法令を改正すること。 

 



（提案要求先 総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 固定資産税等については、法定納期限等以前に設定された抵当権により担保さ

れている債権に優先して徴収できる制度を創設する等、関連する制度の改善を図

ること。 

 

 

 

 

 

 

（提案要求先 総務省・財務省）      

（都 所 管 局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 国税徴収法に民事執行法第５７条と同様の規定を設ける（又は準用する）よう 

法令を改正し、滞納者の不動産を第三者が使用（占有）している場合も、強制的 

に立ち入ることができる権限を徴収職員に付与すること。 

 

 

 

７ 固定資産税等の徴収制度の改善 

 固定資産税・都市計画税については、法定納期限等以前に設定され

た抵当権により担保されている債権に優先して徴収できる制度を創

設する等、関連する制度の改善を図ること。 

８ 差押不動産に係る立入調査権の創設 

 滞納者が所有する不動産を第三者が使用しているとき、差押財産を

換価するために必要な調査として国税徴収法に基づいた立ち入りがで

きるよう法令を改正すること。 

 



（提案要求先 総務省） 

（都 所 管 局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 地方税において、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分及び換

価代金等の配当処分の欠陥を理由とする不服申立書が郵便又は信書便により提

出された場合、その不服申立書が不服申立て先に到達した時に、その提出がされ

たこととなるように法令を改正すること。 

 

（提案要求先 法務省・総務省） 

（都所管局 主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

（１）地方自治体が土地又は家屋に係る固定資産税の賦課徴収を円滑に行える 

  ようにするために、現在相続登記のなされていない不動産も含め、相続登記 

  を促進するための効果的な措置を講ずること。 

（２）所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死亡していると 

  きは、法定相続人又はその一部代表者を所有者として課税を行う制度を法制 

  化すること。 

９ 不動産等公売処分等に係る不服申立書についての

発信主義の適用除外 

不動産等公売処分等に係る不服申立書の提出について、地方税も国

税と同様に到達主義となるように法令を改正すること。 

１０ 不動産の相続登記の促進及び固定資産の所有者 

  の認定に係る制度改正 

（１）現在相続登記のなされていない不動産も含め、相続登記を促進

する効果的な措置を講ずること。 

（２）所有者として登記又は登録されている個人が賦課期日前に死 

亡しているときは、法定相続人又はその一部代表者を所有者と  

して課税を行う制度を法制化すること。 

 



（提案要求先 財務省・経済産業省） 

（都 所 管 局 産業労働局・主税局） 

 

＜具体的要求内容＞ 

 外形標準課税の適用対象のあり方については、中小企業の経営や地域経済への

影響を考慮し、慎重に検討すること。 

 

１１ 法人実効税率引き下げに伴う外形標準課税の適 

  用対象のあり方検討における中小企業への配慮 

法人実効税率引き下げに伴う外形標準課税の適用対象のあり方につ

いては、中小企業への影響を考慮し、慎重に検討すること。 

 


